
昭
和
五
十
八
年
四
月
二
十
六
日
受
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（
質
問
の 

一
九
） 

答

弁

第

一

九

号 

   

衆
議
院
議
員
浦
井
洋
君
提
出
老
人
保
健
法
の
施
行
に
伴
う
老
人
の
歯
科
治
療
及
び
歯
科
診
療
報
酬
改
定
に
関
す

る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
九
八
第
一
九
号 

昭
和
五
十
八
年
四
月
二
十
六
日 

衆

議

院

議

長 
福 

 

田 
 
 

一 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

中 

曽 

根 

康 

弘 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
浦
井
洋
君
提
出
老
人
保
健
法
の
施
行
に
伴
う
老
人
の
歯
科
治
療
及
び
歯
科
診
療
報
酬 

改
定
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

有
床
義
歯
指
導
料
は
、
有
床
義
歯
を
装
着
す
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
老
人
の
特
性
を
踏
ま
え
、
そ
の
取
扱
い

等
に
つ
い
て
十
分
な
指
導
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
そ
の
際
必
要
な
検
査
、
処
置
、
調
整
等
を
含
め
て
設

定
し
た
も
の
で
あ
る
。 

ま
た
、
老
人
は
一
般
的
に
残
存
歯
数
が
少
な
く
一
般
と
比
べ
歯
槽
膿の

う

漏
症
の
特
徴
も
異
な
る
こ
と
か
ら
、
歯

科
口
腔く

う

疾
患
指
導
料
を
設
け
、
歯
槽
膿の

う

漏
症
も
含
め
た
口
腔く

う

疾
患
の
指
導
を
行
う
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
老
人
に
つ
い
て
も
歯
槽
膿の

う

漏
症
の
処
置
、
手
術
等
に
係
る
診
療
報
酬
は
、
健
康
保
険
の
例
に
よ
り
必
要

な
点
数
を
別
途
算
定
で
き
る
こ
と
と
し
て
い
る
。 



二
に
つ
い
て 

4
及
び

5 

歯
科
鋳
造
用
ニ
ッ
ケ
ル
ク
ロ
ム
合
金
に
つ
い
て
は
、
加
工
時
に
発
生
す
る
合
金
蒸
気
や
粉
末
を
吸 

1
か
ら

3
ま
で 
歯
科
鋳
造
用
ニ
ッ
ケ
ル
ク
ロ
ム
合
金
は
、
昭
和
四
十
五
年
に
歯
科
材
料
と
し
て
薬
事
法
に
基

づ
く
製
造
承
認
が
な
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
最
近
の
鋳
造
技
術
の
改
良
等
に
か
ん
が
み
、
中
央
社
会

保
険
医
療
協
議
会
で
審
議
の
上
、
今
回
保
険
導
入
が
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
に
老
人
歯
科
診
療
報
酬
は
、
老
人
の
歯
及
び
口
腔く

う

の
特
性
を
踏
ま
え
て
設
定
し
た
も
の
で
あ
り
、

老
人
の
歯
科
診
療
に
支
障
を
来
す
こ
と
は
な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
。 

な
お
、
薬
事
法
に
基
づ
く
製
造
承
認
に
当
た
つ
て
は
、
同
合
金
が
昭
和
三
十
一
年
に
Ｊ
Ｉ
Ｓ
規
格
が
定
め

ら
れ
た
歯
科
用
ニ
ッ
ケ
ル
ク
ロ
ム
合
金
線
及
び
同
合
金
板
と
類
似
の
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
Ｊ
Ｉ
Ｓ
規
格
品

の
使
用
経
験
か
ら
同
合
金
に
つ
い
て
も
安
全
性
が
あ
る
と
判
断
し
、
中
央
薬
事
審
議
会
に
お
け
る
審
議
は
行

つ
て
い
な
い
。 

四 

 



7 

今
回
の
歯
科
鋳
造
用
ニ
ッ
ケ
ル
ク
ロ
ム
合
金
の
保
険
導
入
は
、
保
険
医
が
使
用
す
る
歯
科
材
料
の
選
択
の

幅
を
拡
大
し
た
も
の
で
あ
り
、
保
険
に
よ
る
歯
科
医
療
の
水
準
を
低
下
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
。 

6 

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
、
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
ニ
ッ
ケ
ル
を
含
有
す
る
歯
科
用
合
金
の
使
用
が
千
九
百
七

十
四
年
以
降
禁
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
聞
い
て
い
る
が
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
歯
科
用
材
料
と
し
て

ニ
ッ
ケ
ル
ク
ロ
ム
合
金
の
使
用
が
認
め
ら
れ
て
い
る
な
ど
、
国
に
よ
つ
て
そ
の
規
制
の
在
り
方
が
異
な
つ
て

い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。 

入
す
る
と
呼
吸
器
等
の
障
害
を
引
き
起
こ
す
こ
と
が
文
献
で
報
告
さ
れ
て
い
る
が
、
通
常
、
歯
科
技
工
に
当

た
つ
て
は
、
吸

塵じ

ん

装
置
等
に
よ
り
除
去
を
行
つ
て
い
る
の
で
問
題
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。 

ま
た
、
ニ
ッ
ケ
ル
過
敏
症
の
あ
る
者
に
は
接
触
性
皮
膚
炎
を
引
き
起
こ
す
場
合
が
あ
る
と
の
報
告
が
あ
る

が
、
そ
の
場
合
に
は
他
の
歯
科
材
料
が
当
然
使
用
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。 

な
お
、
同
合
金
の
取
扱
い
上
の
注
意
に
つ
い
て
は
、
表
示
さ
せ
る
方
向
で
現
在
検
討
を
行
つ
て
い
る
。 

五 

 



 

六 

8 
歯
科
保
険
診
療
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
今
後
と
も
、
中
央
社
会
保
険
医
療
協
議
会
の
審
議
を
踏
ま
え
、

対
処
し
て
ま
い
り
た
い
。 

ま
た
、
歯
科
材
料
に
用
い
ら
れ
る
貴
金
属
価
格
の
変
動
に
つ
い
て
は
、
十
分
な
把
握
に
努
め
つ
つ
、
対
処

し
て
ま
い
り
た
い
。 

三
に
つ
い
て 

老
人
歯
科
診
療
報
酬
に
よ
り
、
老
人
に
必
要
な
歯
科
診
療
は
十
分
確
保
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。 

右
答
弁
す
る
。 




